
町 の
動 き

４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養

費
（
入
院
時
）
の
立
て
替
え
払
い
が

不
要
に
な
り
ま
し
た

　

高
齢
者
の
み
な
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た

め
、
介
護
・
福
祉
・
医
療
な
ど
の
面
で
総
合
的
に
支
え
、
介
護
予
防
を
進
め

て
い
く
た
め
の
拠
点
と
し
て
、『
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
』
を
４
月
１
日

に
役
場
庁
舎
高
齢
者
支
援
課
内
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
・
問
い
合
わ
せ　
（
内
線
１
８
８
・
１
８
９
）　

FAX
２
７
４

１
１
０
７

相
談
日
時

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

（ 

祝
祭
日
及
び
12
月
29
日
〜
１
月
３
日

は
除
き
ま
す
。
）　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
05
分

専
門
職
が
連
携
し
て
取
り
組

み
ま
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
主

任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
社
会
福
祉
士
、

保
健
師
が
中
心
と
な
っ
て
、
高
齢
者
の

支
援
を
行
い
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

業
務
内
容

▼ 

高
齢
者
の
み
な
さ
ん
や
ご
家
族
の

様
々
な
相
談
に
対
応
し
ま
す
。

　

 　

高
齢
者
の
み
な
さ
ん
に
関
す
る

様
々
な
相
談
を
受
け
止
め
、
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
な
げ
ま
す
。

▼ 

自
立
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
支
援

し
ま
す
。

　

 　

介
護
が
必
要
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
判
定
さ
れ
た
方
（
特
定
高
齢

者
）
や
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

で
「
要
支
援
１
」
「
要
支
援
２
」
の

認
定
を
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、
一
人

ひ
と
り
の
生
活
に
合
わ
せ
た
支
援
計

画
を
作
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
た
め
の
調
整
を
行

い
ま
す
。

▼
高
齢
者
の
権
利
を
守
り
ま
す
。

　
 　

高
齢
者
に
対
す
る
虐
待
防
止
へ
の

対
応
や
成
年
後
見
制
度
の
活
用
支
援

な
ど
を
行
い
ま
す
。

▼
高
齢
者
の
生
活
全
体
を
支
え
る
ネ
ッ

　

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
行
い
ま
す
。

　

 　

自
宅
で
も
施
設
で
も
途
切
れ
る

こ
と
な
く
一
貫
し
て
支
援
が
受
け
ら

れ
、
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関
と
の
連
携

体
制
づ
く
り
を
し
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
円

滑
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。

　

町
で
は
、
幼
稚
園
就
園
児
の
保
護

者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
幼
児

教
育
を
一
層
普
及
さ
せ
る
た
め
、
国

の
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金
の
交

付
を
受
け
て
入
園
料
及
び
保
育
料
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対 

象　

三
芳
町
に
住
民
登
録
が
あ
り

満
３
歳
・
３
歳
・
４
歳
・
５
歳
児

を
私
立
幼
稚
園
に
就
園
さ
せ
て
い

る
世
帯

補 

助
額　

今
年
度
の
住
民
税
（
市
町

村
民
税
）
課
税
額
等
に
よ
り
補
助

額
を
決
定　

※
未
申
告
の
場
合
は

対
象
外
に
な
り
ま
す
。

必 

要
書
類　

各
幼
稚
園
か
ら
配
布
（
６

月
予
定
）
さ
れ
る
申
請
書
類
に
記

入
の
上
、
幼
稚
園
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※ 

平
成
19
年
１
月
２
日
以
降
に
三
芳

町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所

地
の
市
区
町
村
発
行
の
平
成
19
年

度
住
民
税
課
税
（
非
課
税
）
証
明

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　

（
内
線　

５
２
４
・
５
２
５
）

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

補
助
金

　

埼
玉
県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
案
を
作
成
す

る
に
あ
た
り
、
住
民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
聞
く

た
め
に
開
催
し
ま
す
。

日
時　

５
月
31
日
　

 

午
後
２
時
〜

場
所　

富
士
見
市
立
ふ
じ
み
野
交
流
セ
ン
タ
ー　

　

講
座
室
（
２
階
）

内 

容　

富
士
見
都
市
計
画
「
住
宅
市
街
地
の
開
発

整
備
の
方
針
」

※ 

公
述
（
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
）
を

希
望
す
る
方
は
、
公
述
申
出
書
を
ま
ち
づ
く
り

推
進
課
に
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

（
５
月
17
日

必
着
）

※ 

公
述
希
望
者
が
多
い
時
は
、
公
述
人
を
選
定
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公
述
の
申
し
出

が
な
い
時
は
、
公
聴
会
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

傍
聴
希
望
者
は
、
５
月
24
日

以
降
に
開
催
の

有
無
を
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
公
聴
会
の
詳
細
や
公
述
申
出
書
の
様
式
は
、
次

の
閲
覧
場
所
に
あ
り
ま
す
。

閲 

覧
期
間　

５
月
２
日

〜
17
日

、
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を

除
く
）

閲 

覧
場
所　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
富
士
見
市
ま

ち
づ
く
り
推
進
課
、
ふ
じ
み
野
市
都
市
計
画
課
、

県
住
宅
課
、
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所

問
い
合
わ
せ　

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

（
内
線
２
３
２
）

　

県
住
宅
課　

０
４
８

８
３
０

５
５
７
１

▽
県
住
宅
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

 h
ttp
://w

w
w
.p
ref.saitam

a.lg
.jp
/

A
10/B

H
00/m

ain
/jy
u
tak
u
m
en
u
.h
tm

都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

「三芳町地域包括支援センター」が
役場庁舎高齢者支援課内に設置されました

広 報 み よ し（ ） 

年金制度改正のお知らせについて

１．70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老

齢厚生年金の金額または一部の額が支給停止となる場

合があります。

　　70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所にお勤め

　の場合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上

　回るときは、老齢厚生年金の全額または一部の額が

　支給停止となります。

　 　ただし、昭和12年４月１日以前生まれの方は、対

象となりません。

手続

　　厚生年金の適用事業所の事業主は、70歳以上の従

　業員に係る雇用、退職または賃金等に関する届書を、

　社会保険事務所へご提出ください。

※御本人からの手続は不用です。

２．今すぐ年金を受ける必要がない方は、老齢厚生年

金を66歳以降に増額して受けられるようになります。

　　65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、

　65歳からは受けとらずに、66歳以降に支給の繰下げ

　の申出をした場合は、そのときから増額された老齢

　厚生年金を受けることができます。なお、老齢基礎

　年金については、従来から繰下げ支給の制度があり

　ます。

手続　

　 　老齢厚生年金の支給を繰下げて増額された老齢厚

生年金を受けようとされる方は、所定の請求書を社

会保険事務所へご提出ください。

問い合わせ　所沢社会保険事務所　 04 2998 0100

　　　　　　住民課国保年金係（内線153～156）

▽
一
三
七
円
／
三
月
二
八
日

　

匿
名

▽
五
〇
〇
〇
円
／
三
月
二
九
日

　

高
橋
正
明

▽
一
五
〇
〇
円
／
四
月
一
日

　

島
田
喜
久
雄

▽
一
〇
万
円
／
四
月
三
日

　

高
橋
義
男

（
愛
の
福
祉
基
金
と
し
て
）

▽
五
〇
〇
〇
円
／
二
月
二
一
日

　

匿
名

▽
一
万
円
／
三
月
二
九
日

　

高
田
幸
雄

▽
一
〇
万
円
／
四
月
三
日

　

匿
名

（
町
の
指
定
寄
付
と
し
て
）

│
│
│
│
社
会
福
祉
協
議
会

│
│
│
│
│
│
健
康
福
祉
課

　

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生
ご
み

減
量
化
の
試
み
と
し
て
、
電
気
式
生
ご

み
処
理
機
購
入
費
を
補
助
い
た
し
ま
す

の
で
、
希
望
す
る
人
は
左
記
の
要
領
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

応
募
要
件

　

・
町
内
に
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る

　

人
（
事
業
所
は
除
く
）

　

 

・
設
置
し
た
生
ご
み
処
理
機
を
常
に

良
好
な
状
態
で
維
持
管
理
で
き
る
人

　

 

・
堆
肥
化
さ
れ
た
生
ご
み
肥
料
と
し

て
自
家
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
人

応
募
期
間

　

町
と
社
会
福
祉
協
議
会
に
、
次
の
寄

附
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
貴
重
な
財
源

と
し
て
役
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

▽
三
六
一
二
円
／
三
月
一
三
日

　

高
橋
昇

▽
七
〇
〇
〇
円
／
三
月
二
〇
日

　

花
も
め
ん
サ
ロ
ン

▽
五
万
円
／
三
月
二
〇
日

　

 

阿
部
商
事

▽
一
万
五
〇
〇
〇
円
／
三
月
二
二
日

　

う
ど
ん
作
り
有
志
の
会

▽
二
万
円
／
三
月
二
三
日

　

三
芳
町
で
良
い
映
画
を
観
る
会

▽
五
〇
一
円
／
三
月
二
六
日　

　

 

竹
間
沢
小
学
校
一
八
年
度
卒
業
生
保
護
者

▽
一
五
〇
〇
円
／
三
月
二
八
日

　

林　

耐
生　

▽
三
〇
〇
〇
円
／
三
月
二
八
日

　

逢
野
喜
一
三

▽
一
五
〇
〇
円
／
三
月
二
八
日

　

小
山
登
喜
男

▽
一
五
〇
〇
円
／
三
月
二
八
日

　

中
村
恒
男

　

５
月
７
日

〜
12
月
21
日

　

（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

補
助
金
の
額

　

 

購
入
金
額
の
２
分
の
１
で
２
万
円
を

限
度
と
す
る
。

補
助
件
数

　

12
件
（
申
込
み
順
）

申
込
み

　

 

自
治
環
境
課
へ
購
入
前
に
補
助
金
交

付
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ　

自
治
環
境
課
環
境
衛
生

係
（
内
線
262
）

　

４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が

入
院
し
た
際
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
高
額
療
養
費
制
度
は
、
い

っ
た
ん
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
た
後
、
国
保
か

ら
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
払

い
戻
さ
れ
る
し
く
み
で
す
が
、
改
正
に

よ
り
、
入
院
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
の
請
求
と
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
こ
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、

適
用
認
定
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

住
民
課
国
保
年
金
係
の
窓
口
で
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
税
の
滞
納
が
あ
る
と
交
付
で
き

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

住
民
課
国
保
年
金
係　

　

（
内
線
153
〜
156
）

善
意
の
寄
附
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

電
気
式
生
ご
み
処
理
機

購
入
費
の
補
助
に
つ
い
て

（ ）町 の 動 き

町政のさまざま
な動きをお知ら
せします。

国民年金


